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開
催
場
所
　

▼
オ
ン
ラ
イ
ン
教
室
（
週
２
回
程

度
）
＝
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
開
催
（
自
宅
の

Ｐ
Ｃ
か
ら
参
加
）

▼
対
面
教
室
（
月
１
回
）
＝
す
く

す
く
の
杜

※
保
健
師
等
へ
の
個
別
相
談
も
可
。

　
参
加
方
法
　

▼
対
象
者　
妊
娠
16
週
〜
産
後
３

年
未
満
の
女
性

▼
参
加
費　
月
額
５
５
０
円

※
支
払
い
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
決
済
。

※
令
和
６
年
４
月
以
降
は
月
額

８
８
０
円
。

▼
申
込
方
法　
「
健
幸
ス
マ
イ
ル

ス
タ
ジ
オ
」
専
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
受
け
付
け

※
左
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
専
用

Ｈ
Ｐ
に
ア
ク
セ
ス
可
。

※
詳
し
い
日
程
や
時
間
、場
所
は
、

専
用
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

令
和
６
年
１
月
４
日
（
木
）
か
ら
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
行
政
の
効
率

化
を
図
る
た
め
、
市
民
課
窓
口
業
務
の

一
部
を
民
間
事
業
者
に
委
託
し
ま
す
。

■
委
託
期
間　
令
和
６
年
１
月
１
日
〜

令
和
８
年
12
月
31
日

■
委
託
事
業
者　
キ
ャ
リ
ア
リ
ン
ク
株

式
会
社

■
委
託
業
務
内
容

　

主
に
窓
口
受
付
業
務
を
担
っ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

※
各
種
証
明
書
等
の
交
付
請
求
や
住
民

異
動
届
等
の
内
容
の
審
査
判
断
は
、
従

来
ど
お
り
市
職
員
が
行
い
ま
す
。

※
業
務
委
託
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取

り
扱
い
は
「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
」な
ど
の
関
係
法
令
を
遵
守
し
、

情
報
漏
え
い
を
防
ぐ
対
策
を
講
じ
ま
す
。

■制度概要
事業名 補助対象経費 補助率 補助上限額

❶
八幡で
買おう
応援事業

販売促進イベント等の開催経費 １／２ 30万円

❷
八幡を
広めよう
応援事業

展示会等への出展経費 １／２ 国内10万円国外30万円

❸
八幡で
始めよう
応援事業

市内での創業または第二創業に
かかる経費 １／２ 30万円

❹
八幡で
作ろう
応援事業

新たなヤワタカラ認定を目的と
した特産品の開発経費 １／２ 10万円

※上の表の❶、❷は、１事業者あたり２回まで補助対象としており、
１次募集に申請された場合も含めます。

■対象者（申請が必要な人）
区分 対　象

ひ
と
り
親
世
帯
分

❶

公的年金等の受給により、令和５年３月分の児
童扶養手当の支給を受けていない人(未申請の
人も含む)
※所得が児童扶養手当の支給制限限度額を下
回っている人に限る。

❷
食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変
するなど、収入が児童扶養手当受給者と同水準
となっている人

ひ
と
り
親
世
帯

以
外
分

❸

平成17年４月２日（特別児童扶養手当の対象児
童の場合は、平成15年４月２日）～令和６年２
月29日生の児童を養育する父母等で、食費等の
物価高騰の影響を受けて、令和５年１月以降の
家計が急変し、住民税非課税相当の水準となっ
た人（※）

※「ひとり親世帯以外分」の給付金を受給していない
人で、令和５年度住民税（均等割）が非課税の人は、
❸に該当します。
◆本給付金は「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以
外分」のいずれかのみの支給となります。

　

地
域
に
根
差
し
た
商
工
業
活
動
の
活
性

化
を
図
る
こ
と
で
、
市
民
の
日
常
生
活
の

利
便
性
向
上
や
活
力
あ
る
地
域
経
済
・
地

域
社
会
を
目
指
す
た
め
、
商
工
業
振
興
に

か
か
る
取
り
組
み
に
補
助
金
を
交
付
し
ま

す
。

■
申
請
期
限　
交
付
申
請
書
に
添
付
書
類

を
添
え
て
、
12
月
11
日
（
月
）
か
ら
令
和

６
年
１
月
15
日
（
月
）
午
後
５
時
15
分
ま

で
に
商
工
観
光
課
へ
持
参

※
補
助
対
象
者
や
申
請
書

類
な
ど
詳
し
く
は
、
上
記

の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取

り
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

食
費
等
の
物
価
高
騰
等
に
直
面

し
、
影
響
を
特
に
受
け
る
低
所
得

の
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
た

め
、
児
童
１
人
あ
た
り
５
万
円
を

支
給
し
て
い
ま
す
。

※
本
給
付
金
は
、
広
報
や
わ
た
６

月
号
で
も
お
知
ら
せ
し
て
お
り
、

令和５年度
低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金

■接種は令和６年３月31日まで
　初回接種が完了した生後６カ月以上の
人は、オミクロン株ＸＢＢ系統対応ワク
チンの追加接種が１回受けられます。
※本ワクチン接種は任意です。接種を受
けるか受けないかはご自身で判断して
ください。
■接種券について
❶６カ月～11歳の人
　新たに接種券は発送しないため、必要
な人は市コールセンター（☎0570‒056‒

786）まで申請してください。
❷12歳以上の人
　対象者（最後の接種から接種間隔が経
過した人）に発送している接種券（桃色）
を使用してください。
※接種医療機関や予約方法は、接種券に
同封の「接種ガイド」でご確認ください。
■新型コロナワクチンを未接種の人へ
　未接種の人で追加接種を受けたい場合
は、すでに送付済みの接種券（白色）を
使って初回接種を受けてください。

市民課窓口業務の民間委託を開始新型コロナワクチン令和５年秋開始接種について

問健康推進課（☎983‒1116） 問市民課（☎983‒2759）

新
規
の
給
付
金
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

申
請
が
不
要
な
人
に
は
す
で
に

支
給
済
み
で
す
が
、
表
に
該
当
す

る
人
は
令
和
６
年
２
月
29
日（
木
）

ま
で
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
一
部
、
申
請
期
限
が
令
和
６
年

３
月
15
日
（
金
）
ま
で
の
対
象
者

あ
り
。

※
申
請
手
続
き
等
詳
し
く
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
家
庭
支
援
課
（
☎
９
８
３
・
１
１
１
２
）

問商工観光課（☎983‒2853）

八
幡
市

商
工
業
活
性
化
補
助
金

２
次
募
集
の
お
知
ら
せ

妊産婦と乳幼児のママへ
健幸スマイルスタジオ 参加者募集

10 月にすくすくの杜で開催した対面教室の様子

登録参加者には対面教室で
ＱＵＯカード1000円分を進呈！

　

妊
産
婦
お
よ
び
乳
幼
児
を
育
児

さ
れ
て
い
る
女
性
の
た
め
に
、
自

宅
か
ら
参
加
で
き
る
「
オ
ン
ラ
イ

ン
教
室
」と
専
門
家
の
指
導
の
下
、

楽
し
く
運
動
・
交
流
で
き
る
「
対

面
教
室
」
の
運
動
・
相
談
一
体
型

の
健
康
教
室
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

　

対
面
教
室
で
は
お
子
さ
ん
と
の

参
加
も
大
歓
迎
で
す
。
ぜ
ひ
体
と

心
の
ケ
ア
の
た
め
に
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

問家庭支援課（☎983‒1115）

ひとり親世帯分

ひとり親世帯以外分


